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令和７年度第９回富山市農業委員会総会（月次）議事録 

 

１．日    時  　令和７年１２月２日（火） 

午前９時３０分～午前１０時３０分 

２．場    所  　富山市役所　東館８階　８０２会議室 

３．出席委員　　１９人 

　　　　　　　　会　　長　２３番　長谷　幹夫 

　　　　　　　　会長代理　２２番　金田　修一　２４番　金木　洋子 

委　　員　　１番　松本　則幸　　２番　牧野　和吉　　 

３番　各川　豊章　　４番　茂　　清志 

　　　　　　６番　国谷　　晃　　７番　中村　　敏 

　　　　　　９番　木下　幸雄　１０番　北森　康雄 

　　　　　　　　　　　　　１１番　坂井　義彦　１２番　森川　重光 

　１３番　北山　久雄　１５番　熊南　昭浩 

　１６番　山崎　　修　１７番　西田　清範 

　２０番　大橋　芳信　２１番　山﨑　　巖 

　　　　　 

４．欠席委員　　４人　　　　５番　加藤　輝夫　　８番　大道　勝則　 

　　　　　　　　　　　　　１４番　杉林　清則　１８番　林　　作三 

　　　　　　　　　　　　　 

５．議題　　 議案第３１号　 農地法第３条の規定による許可申請について　 

議案第３２号　農地法第４条第１項及び第５条第１項の規定による　

許可申請について 

議案第３３号  農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第１項　

の規定による農用地利用集積等促進計画について 

報告事項第３７号　農地法第３条の３の規定による受理について 

報告事項第３８号　農地法第１８条第６項の規定による通知について 

報告事項第３９号　農地法第４条第１項第７号及び第５条第１項第６
号の規定による受理について 

報告事項第４０号　非農地証明書の交付について 
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議　　　　　　事 

 

 事　務　局 本日の月次総会につきましては、５番加藤委員、８番大道委員、１４

番杉林委員、１８番林委員より欠席届があり、出席委員数は１９名でご

ざいます。 

「農業委員会等に関する法律第２７条第３項」の規定による開催要

件、在任委員総数２３名の過半数に達していることから、本総会が成立

していることをご報告いたします。 

議事の進行については、長谷会長にお願いします。

  

会　　　長 

 

 

 

 

 

 

会　　　長 

 

 

 

 

 

会　　　長 

 

 

会　　　長 

 

ただ今より令和７年度第９回富山市農業委員会月次総会を開催しま

す。 

それでは、議事に入る前に、委員の皆様に協議・決定をいたしまし

た「令和８年度農地利用最適化推進施策に関する意見書」について、

去る１１月２１日に、私と会長代理の３名にて市へ提出するととも

に、意見交換を行いましたのでご報告します。 

 

それでは、議事に入ります。 

本日は、議案３件、報告事項４件でございます。 

本日の議事録署名委員を私より指名してよろしいでしょうか。 

 

（委員一同　異議なし） 

 

それでは、私の方から指名させていただきます。 

４番　茂委員、６番　国谷委員両委員にお願いしたいと思います。 

 

議事に入る前にタブレットに送付してある議案書データをお開き

ください。 

ご準備はよろしいでしょうか。 

 

それでは、議案第３１号「農地法第３条の規定による許可申請につ

いて」、事務局から説明をお願いします。

  

事　務　局

 

議案第３１号農地法第３条の規定による許可申請について、ご説明 

いたします。 

議案第３１号議案　位置図も併せてご覧ください。 

議案書は１ページから１１ページまでです。 

今回の申請件数は、１７件で、申請面積は、５０，０９３.００㎡で 

す。 

許可基準についてですが、全部効率利用要件、農作業常時従事要件、 
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 地域調和要件について、申請書類においては、各要件を満たしていま

す。 

申請理由及び権利の種類について説明します。議案書２ページをご 

覧ください。 

１番は、労働力不足のため所有権を移転するものです。譲受人は申 

請地が既存農地に隣接しており耕作に便利なため譲り受けるもので

す。申請農地では、水稲を栽培する予定です。 

２番は、財産処分のため所有権を移転するものです。譲受人は申請 

地が既存農地に近接しており耕作に便利なため譲り受けるものです。

申請農地では、トマトやナスなどを栽培する予定です。 

３番は、労働力不足のため所有権を移転するものです。譲受人は申 

請地が自宅に近接しており、耕作に便利なため譲り受けるものです。

申請農地では、水稲を栽培する予定です。 

４番は、労働力不足のため所有権を移転するものです。譲受人は申 

請地が既存農地に近接しており耕作に便利なため譲り受けるもので

す。申請農地では、水稲を栽培する予定です。 

議案書４ページをご覧ください。５番は、労働力不足のため所有権 

を移転するものです。譲受人は兼業農家で、申請地が勤務先から通え

る場所にあり耕作に便利なため譲り受けるものです。申請農地では、

水稲を栽培する予定です。 

６番は、相手方の要望のため所有権を移転するものです。譲受人は 

農地所有適格法人です。申請農地では、水稲、大麦、大豆を栽培する

予定です。 

７番、８番は、相手方の要望のため所有権を移転するものです。譲 

受人は申請地が既存農地に隣接しており耕作に便利なため譲り受け

るものです。申請農地では、水稲などを栽培予定です。 

議案書６ページをご覧ください。９番は、相手方の要望のため、所 

有権を移転するものです。譲受人は申請地が既存農地に隣接しており

耕作に便利なため譲り受けるものです。申請農地では柿、栗などを栽

培する予定です。 

１０番は、労働力不足のため所有権を移転するものです。譲受人は 

申請地が既存農地に隣接しており耕作に便利なため譲り受けるもの

です。申請農地では、ナス、トマト、ジャガイモを栽培する予定です。 

１１番は、労働力不足のため所有権を移転するものです。譲受人は 

新規農家です。申請農地では、ジャガイモ、サツマイモなどを栽培す

る予定です。 

１２番は、相手方の要望のため所有権を移転するものです。譲受人 

は申請地が既存農地に近接しており、耕作に便利なため譲り受けるも

のです。申請農地では、水稲を栽培する予定です。 

議案書８ページをご覧ください。１３番は、労働力不足のため所有 
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 権を移転するものです。譲受人は申請地が自宅に近接しており、耕作

に便利なため譲り受けるものです。申請農地では、水稲を栽培する予

定です。 

１４番は、労働力不足のため所有権を移転するものです。譲受人は 

申請地が自宅に近接しており、耕作に便利なため譲り受けるもので

す。 

１５番は、相手方の要望のため所有権を移転するものです。譲受人 

は新規農家です。申請農地ではナス、キュウリを栽培する予定です。 

１６番、１７番は相手方の要望のため所有権を移転するものです。 

譲受人は新規農家です。申請農地では、トマト、ナス、きゅうりなど

を栽培する予定です。 

以上でございます。

  

会　　　長 

 

 

 

会　　　長 

 

 

会　　　長 

 

 

 

 

会　　　長 

 

現地確認について、報告をお願いします。 

 

（担当委員から問題ない旨の報告あり） 

 

それでは、ただ今、説明及び報告がありました許可申請について、

ご意見、ご質問等があれば承りたいと思います。 

 

特にご意見、ご質問等がないようですので、申請どおり許可するこ

とにご異議ありませんか。 

 

（異議なしとの発言あり） 

 

異議なしとのことでありますので、議案第３１号「農地法第３条の

規定による許可申請について」は、申請どおり「許可」することとい

たします。

  

会　　　長 

 

 

 

事　務　局 

 

 

 

 

 

 

 

続きまして、議案第３２号「農地法第４条第１項及び農地法第５条

第１項の規定による許可申請について」を、事務局から説明をお願い

します。 

 

はじめに、先日送付いたしました議案書に修正がございます。議案

書１８ページの５条申請５番について、申請人の都合により、１１月

２８日付けで許可申請の一部取下げがございましたので修正となり

ました。ご確認をお願いいたします。 

それでは、議案第３２号農地法第４条第１項及び農地法第５条第１

項の規定による許可申請についてご説明いたします。 

議案書は１３ページから１９ページになります。 
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まずはじめに、１１月総会でご審議いただきました案件について

は、全件許可となりましたのでご報告いたします。 

今回、４条申請が２件、５条申請が５件、合計面積は４，３０９．

００㎡です。位置図も併せてご確認ください。 

また、農振除外案件は議案書の備考欄に記載しており、今回は４条

申請１番、２番、５条申請２番、４番の４件でございます。 

　議案書の１４ページをご覧ください。 

４条申請１番は、富山地域寒江地区において、申請地に既に建物が

建築されているため、是正する申請でございます。申請地のうち、半

径５００メートルの範囲内に教育施設と公共施設があり、前面道路に

公共上下水道管が埋設されている農地については、農地区分は「第３

種農地」、「原則許可案件」となり、１０ヘクタール未満の農地の集団

規模で過去に土地改良事業が実施されている農地については、農地区

分は「第 1種農地」、許可基準は「集落接続」を適用しております。 

続きまして、４条申請２番は、大沢野地域大沢野北部地区において、

申請地の一部に建物が建築されているため是正し、新たに一般住宅を

建築する計画でございます。申請地は１０ヘクタール以上の集団規模

に属する農地であることから、農地区分は「第１種農地」、許可基準は

「集落接続」を適用しております。 

　議案書の１６ページをご覧ください。 

５条申請１番は、富山地域太田地区において、一般住宅を建築する

計画でございます。申請地は、１０ヘクタール未満の農地の集団規模

でありますが、過去に土地改良事業が実施されている農地であること

から、農地区分は「第１種農地」、許可基準は「集落接続」を適用して

おります。 

　続きまして、５条申請２番は、富山地域熊野地区において、申請地

の一部に建物が建築されているため是正し、新たに貸資材置場及び貸

駐車場を整備する計画でございます。申請地は、１０ヘクタール未満

の農地の集団規模で過去に土地改良事業が実施されていない農地で

あることから、農地区分は「第２種農地」、許可基準は「代替可能性な

し」を適用しております。 

続きまして、５条申請３番は、富山地域呉羽地区において、駐車場

敷地を整備する計画でございます。申請地は、１０ヘクタール未満の

農地の集団規模で過去に土地改良事業が実施されていない農地であ

ることから、農地区分は「第２種農地」、許可基準は「代替可能性なし」

を適用しております。 

議案書の１８ページをご覧ください。 

５条申請４番については、富山地域寒江地区において、一般住宅を

建築する計画でございます。申請地は、半径５００メートルの範囲内

に教育施設と公共施設があり、前面道路に公共上下水道管が埋設され
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 ている農地であることから、農地区分は「第３種農地」、「原則許可案

件」となります。 

続きまして、５条申請５番は、富山地域上条地区において、国営農

地再編整備事業「水橋地区」に係る現場事務所及び駐車場敷地へ一時

転用する計画で、一時転用期間は許可日から３年間となります。 

なお、申請地の農地区分は「農用地区域内農地」、許可基準は「仮設工

作物の設置その他の一時転用」を適用しております。 

以上でございます。

  

会　　　長 

 

 

 

会　　　長 

 

 

〇 〇 委 員 

 

 

事 務 局 

 

 

 

〇 〇 委 員 

 

事 務 局 

 

 

● ● 委 員 

 

 

事 務 局 

 

 

 

会　　　長 

 

会　　　長 

 

 

現地確認について、報告をお願いします。 

 

（担当委員から問題ない旨の報告あり） 

 

それでは、ただ今、説明及び報告がありました許可申請について、 

ご意見、ご質問等があれば承りたいと思います。 

 

　５条５番は、転用期間が許可日から３年間ということですが、期限

付きの許可なのですか？ 

 

　はい。一時転用という区分があり、最大３年間の転用を許可できる

のですが、本件はその最大３年間の転用許可申請がなされたもので

す。 

 

　３年経過後、その農地がどうなるかというのはわかるのですか。 

 

　期間満了後は原状回復が原則となっており、原状回復しなければ指

導を行うこととなります。 

 

　もし３年で事業が終わらなかった場合、延長と言いますか、再度申

請すれば転用許可されるものなのですか？ 

 

　許可できるのは最大３年間ですので、延長はできません。一旦原状

回復をしていただいた上で、改めての転用許可申請が必要となりま

す。 

 

　他にご意見、ご質問はありますか。 

 

特にご意見、ご質問等がないようですので、申請どおり許可するこ 

とにご異議ありませんか。 
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 （異議なしとの発言あり） 

 

異議なしとのことでありますので、議案第３２号「農地法第４条第

１項及び第５条第１項の規定による許可申請について」は、「許可相

当」と意見を付して、市長へ送付することといたします。

  

会　　　長 

 

 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

会　　　長 

 

 

 

会　　　長 

 

 

 

 

 

会　　　長 

 

 

会　　　長 

 

 

 

 

    

続きまして、議案第３３号「農地中間管理事業の推進に関する法律

第１８条第１項の規定による農地利用集積等促進計画について」、事

務局から説明をお願いします。 

なお、３３ページの６４番については〇〇委員に関する事項であり

ますので、農業委員会等に関する法律第３１条第１項により、議事参

与の制限を受けます 

 

続きまして、議案第３３号農地中間管理事業の推進に関する法律第

１８条第１項の規定による農用地利用集積等促進計画についてご説

明いたします。 

　議案書のページは、２０ページから３３ページです。今回の申請件

数は６９件あり、設定面積は６３８，１９１.００㎡です。農用地利用

集積等促進計画の案件につきましては、すべての農用地の効率的利

用、常時従事などの要件を満たしております。 

　以上でございます。 

 

それでは、ただ今、説明及び報告がありました農用地利用集積等促

進計画について、６４番を除いて、ご意見、ご質問等があれば承りた

いと思います。 

 

特にご意見、ご質問等がないようですので、６４番を除いて「意見

なし」として農地中間管理機構に回答することにご異議ありません

か。 

 

（異議なしとの発言あり） 

 

異議なしとのことでありますので、６４番を除き、「意見なし」とし

て農地中間管理機構に回答することといたします。 

 

続きまして、６４番について、審議いたしますので、〇〇委員は退

室をお願いします。 

それでは、ご意見、ご質問等があれば承りたいと思います。 
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 会　　　長 

 

 

△ △ 委 員 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

△ △ 委 員 

 

会　　　長 

 

 

 

 

会　　　長 

特にご意見、ご質問等がないようですので、「意見なし」として農地

中間管理機構に回答することにご異議ありませんか。 

 

１つ教えてください。全件、議案書の「設定する利用権」の「始期」

が１２月３１日となっているのは、何か意味があるのですか？ 

 

　農地中間管理機構を通した貸し借り（利用権）については、総会後、

農業委員会からの意見を経て、県の公告にて設定となります。その利

用権の効力発生日が１２月３１日と指定されておりますので、それを

「始期」として記載しております。 

 

　利用権の設定日が一律で決まっているのですね。わかりました。 

 

それでは、６４番について、「意見なし」として農地中間管理機構に

回答することにご異議ありませんか。 

 

（異議なしとの発言あり） 

 

異議なしとのことでありますので、６４番について、「意見なし」

として農地中間管理機構に回答することといたします。 

〇〇委員は入室をお願いします。 

 

改めまして異議なしとのことでありますので、議案第３３号「農

地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第１項の規定による農

地利用集積等促進計画について」は、「意見なし」として農地中間管

理機構に回答いたします。

  

会　　　長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事　務　局 

 

 

　 

それでは次に、報告事項に移らせていただきます。 

 

第３７号　農地法第３条の３の規定による受理について 

第３８号　農地法第１８条第６項の規定による通知について 

第３９号　農地法第４条第１項第７号及び第５条第１項第６号の 

規定による受理について 

第４０号　非農地証明書の交付について 

 

を、一括して説明をお願いします。 

 

報告事項第３７号農地法第３条の３の規定による受理について、ご 

報告します。 

議案書は、３４ページから４２ページです。 
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会　　　長 

 

 

会　　　長

今回の受理件数は２６件で、全て相続により所有権を取得したもの 

です。 

報告事項第３８号農地法第１８条第６項の規定による賃貸借の合

意解約について、ご報告いたします。 

議案書は、４３ページから４５ページです。 

解約件数は６件で、解約面積は３０，２９０.２５㎡です。今回の解約

に関連する議案及び解約理由は、備考欄記載のとおりです。 

続きまして、報告事項第３９号農地法第４条第１項第７号及び第５

条第１項第６号の規定による受理について、ご報告いたします。 

議案書は４６ページから５２ページをご覧ください。 

今回の受理件数は、４条が５件、５条が１５件、合計面積は２３，

１６２．６９㎡です。内容、転用目的については記載のとおりです。 

なお、事業面積が１，０００㎡以上で、都市計画法上の開発許可と

同日で受理する予定のものは、４９ページの５条１番、２番、３番、

５０ページの９番、５１ページの１１番、５２ページの１４番の６件

となります。 

続きまして、報告事項第４０号非農地証明書の交付について、ご報

告いたします。 

議案書は、５３ページから５７ページとなります。位置図・写真も

併せてご覧ください。 

今回、申請のありました農地につきましては、遊休農地であり、そ

の土地が山林の様相を呈しているなど、農地として復元しても継続利

用ができないと見込まれる場合の要件を満たしており、証明基準に合

致しております。 

申請番号１番について、１１月２７日に農業委員等と事務局職員が

現地確認を行い、いずれも山林の様相を呈していることを確認いたし

ました。 

このことから、今回申請地の事実状態に基づき、議案書の証明基準

で非農地証明書の交付を行ったものでございます。 

以上でございます。 

 

　ただ今、説明がありました報告事項について、ご意見、ご質問等が 

ありましたら承りたいと思います。 

 

特に何もないようですので、２．議案・報告事項の議案審議を終了

します。

  

会　　　長 

 

 

　 

　次に、３．事務連絡等について、事務局から説明をお願いします。 

 

（事務局説明） 
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会　　　長 

 

 

▲ ▲ 委 員 

 

 

 

 

 

 

会　　　長 

 

 

 

ただ今、説明のありました連絡事項やその他について、ご意見、ご

質問等がありましたら承りたいと思います。 

 

　先日、富山県農業委員会大会にて、会長が、農業新聞の購読につい

て、農業委員・農地利用最適化推進委員１人につき５件の新規購読者

を獲得することを目標とする提案をされました。 

私は、まずは農業委員が購読をしなければ、推進委員にそのような

提案はできないと考えますので、農業委員は、少なくとも任期中は農

業新聞を購読することを提案したいと思います。 

 

　皆さんいかがでしょうか。前回の総会でもお話させていただきまし

たが、業務でもタブレットを利用しておられますし、電子版の購読が

おすすめです。業務の参考になることも掲載されておりますので、強

制ではございませんが、改めてご検討をお願いします。購読方法につ

いては、事務局へお尋ねください。

  

会　　　長 

　 

　それでは、これにて令和７年度第９回富山市農業委員会月次総会を 

終わらせていただきます。


